
平
成
二
十
年
二
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

一

〇

六

号

国
連
の
先
住
民
族
権
利
宣
言
を
受
け
て
の
我
が
国
政
府
の
取
り
組
み
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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国
連
の
先
住
民
族
権
利
宣
言
を
受
け
て
の
我
が
国
政
府
の
取
り
組
み
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
九
第
六
三
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

前
回
質
問
主
意
書
で
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
「
先
住
民
族
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
政
府
は
「
先
住
民
族
」
の
国
際
的

定
義
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
判
断
で
き
な
い
と
し
て
い
る
が
、
国
際
的
に
「
先
住
民
族
」
の
定
義
を
確
立
す

べ
く
、
国
連
本
会
議
や
種
々
の
国
際
会
議
等
の
場
で
、
世
界
各
国
で
い
わ
ゆ
る
先
住
民
族
と
見
な
さ
れ
て
い
る
人
々
や
専
門

家
・
学
者
等
を
呼
び
寄
せ
て
、
協
議
の
場
を
つ
く
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る
等
、
政
府
が
積
極
的
、
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す

べ
き
で
は
な
い
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
『
先
住
民
族
』
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
長
年
に
わ
た
る

国
際
連
合
で
の
議
論
が
収
れ
ん
し
て
お
ら
ず
、
政
府
と
し
て
は
、
将
来
『
先
住
民
族
』
の
定
義
に
つ
い
て
国
際
的
な
議
論
が

な
さ
れ
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
議
論
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
の
答
弁

は
質
問
の
趣
旨
を
理
解
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
ち
ら
が
問
う
て
い
る
の
は
、
そ
の
様
な
機
会
が
あ
れ
ば
参
加
し
て
い
き
た

い
と
政
府
が
答
え
て
い
る
「
先
住
民
族
」
の
定
義
に
つ
い
て
の
国
際
的
な
議
論
の
場
を
つ
く
る
べ
く
、
ま
た
政
府
が
収
れ
ん

し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
「
先
住
民
族
」
の
定
義
に
つ
い
て
の
国
際
連
合
で
の
議
論
を
収
れ
ん
さ
せ
る
べ
く
、
政
府
が
積

極
的
、
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
そ
の
様
な
考
え
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
右
の
質
問
の

一



趣
旨
を
正
確
に
理
解
さ
れ
た
上
で
、
政
府
が
「
先
住
民
族
」
の
定
義
を
国
際
的
に
確
立
す
べ
く
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
考

え
は
あ
る
か
否
か
、
再
度
答
弁
を
求
め
る
。

二

二
〇
〇
七
年
十
月
九
日
提
出
の
質
問
主
意
書
（
質
問
第
一
〇
二
号
）
で
も
触
れ
た
が
、
「
先
住
民
族
」
と
い
う
言
葉
の
意

味
に
つ
い
て
国
連
内
で
は
�
植
民
地
支
配
を
受
け
た
、
�
先
祖
伝
来
の
土
地
や
領
土
に
住
む
、
�
固
有
の
言
語
を
持
っ
て
い

る
等
の
要
素
を
盛
り
込
ん
だ
定
義
が
使
わ
れ
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
右
三
点
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
当
て
は
ま
る
と
政
府
は
認

識
し
て
い
る
か
。

三

一
九
九
二
年
十
二
月
、
社
団
法
人
北
海
道
ウ
タ
リ
協
会
の
野
村
義
一
理
事
長
（
当
時
）
が
、
「
世
界
の
先
住
民
の
国
際
年

開
幕
記
念
式
典
」
に
お
い
て
十
八
名
の
世
界
の
先
住
民
族
の
代
表
の
一
人
と
し
て
国
連
総
会
議
場
で
記
念
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ

た
と
承
知
す
る
が
、
当
時
の
野
村
理
事
長
が
十
八
名
の
世
界
の
先
住
民
族
の
代
表
の
一
人
と
し
て
記
念
ス
ピ
ー
チ
を
行
っ
た

こ
と
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

四

現
在
国
連
職
員
の
先
住
民
族
に
関
す
る
研
修
用
視
聴
覚
資
料
に
ア
イ
ヌ
民
族
の
映
像
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
承
知
す
る

が
、
右
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

五

国
際
人
権
規
約
の
社
会
権
規
約
や
自
由
権
規
約
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
各
々
の
条
約
審
査
委
員
会
で
は
、
ア
イ
ヌ
民
族

二



を
先
住
民
族
で
あ
る
と
の
前
提
で
そ
の
権
利
の
促
進
を
日
本
政
府
に
勧
告
（
以
下
、
「
勧
告
」
と
い
う
。
）
し
て
い
る
と
承

知
す
る
が
、
「
勧
告
」
に
対
し
て
、
政
府
に
お
い
て
い
つ
ど
の
様
な
連
絡
が
取
り
合
わ
れ
、
ど
の
様
な
回
答
、
対
応
が
な
さ

れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

外
務
省
か
ら
昨
年
九
月
十
三
日
に
国
連
総
会
の
本
会
議
で
採
択
さ
れ
た
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
連
宣
言
（
以
下
、

「
先
住
民
族
宣
言
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
連
絡
を
受
け
た
内
閣
府
官
房
副
長
官
補
付
、
内
閣
府
大
臣
官
房
、
総
務
省
大

臣
官
房
、
法
務
省
大
臣
官
房
、
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
、
厚
生
労
働
省
大
臣
官
房
及
び
国
土
交
通
省
北
海
道
局
に
お
い
て

も
、
「
勧
告
」
に
対
す
る
連
絡
は
取
り
合
わ
れ
て
い
る
か
。

七

二
〇
〇
八
年
二
月
十
三
日
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
下
院
に
お
い
て
、
親
子
強
制
隔
離
政
策
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

ア
ボ
リ
ジ
ニ
に
対
し
て
初
め
て
公
式
に
謝
罪
す
る
動
議
を
全
会
一
致
で
採
択
し
、
ラ
ッ
ド
首
相
は
そ
の
日
の
議
会
で
公
式
に

謝
罪
を
し
た
と
承
知
す
る
が
、
右
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
議
会
下
院
に
お
け
る
動
議
及
び
ラ
ッ
ド
首
相
に
よ
る
ア
ボ
リ
ジ

ニ
の
人
々
へ
の
公
式
謝
罪
（
以
下
、
「
公
式
謝
罪
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

八

在
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
日
本
大
使
館
よ
り
外
務
本
省
に
対
し
て
、
「
公
式
謝
罪
」
に
つ
い
て
の
報
告
は
な
さ
れ
た
か
。

九

八
の
報
告
が
な
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
政
府
に
お
い
て
ど
の
様
な
連
絡
が
取
り
合
わ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た

三



い
。

十

一
に
よ
り
政
府
が
「
先
住
民
族
」
の
定
義
の
確
立
に
向
け
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
上
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
先
住

民
族
と
し
て
の
権
利
の
確
立
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

四


